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(57)【要約】
【課題】外気を簡単に部屋に採り込むことがきるととも
に、部屋の換気を行える採風機能付き建物を提供する。
【解決手段】屋根２の軒先部２ａを支持する第１外壁３
の外側に位置する軒天部３０に風を採り入れる採風部３
１が設けられ、第１外壁３の内側の部屋５の天井２４に
吹出部３２が採風部３１と隣接して設けられ、採風部３
１と吹出部３２とは小屋裏に設けられた通風路３３によ
って連通しており、第１外壁３と対向して設けられた第
２外壁４に、吹出部３２から吹き出した風を外部に放出
する放出部３４が設けられているので、外気を簡単に部
屋５に採り込むことがきるとともに、部屋５の換気を容
易に行える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根の軒先部を支持する第１外壁の外側に位置する軒天部に風を採り入れる採風部が設
けられ、
　前記第１外壁の内側の部屋の天井に吹出部が前記採風部と隣接して設けられ、
　前記採風部と吹出部とは小屋裏に設けられた通風路によって連通しており、
　前記第１外壁と対向して設けられた第２外壁に、前記吹出部から吹き出した風を外部に
放出する放出部が設けられていることを特徴とする採風機能付き建物。
【請求項２】
　請求項１に記載の採風機能付き建物において、
　前記第１外壁の内側の部屋の天井は、前記第２外壁と斜め方向に対向する傾斜天井にな
っており、この傾斜天井に前記吹出部が設けられていることを特徴とする採風機能付き建
物。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の採風機能付き建物において、
　前記第２外壁側に中間床が該第２外壁に当接して設けられており、この中間床の下方は
天井高が０．９～１．４ｍの収納空間となっており、前記中間床上の部屋の上方空間と、
前記第１外壁側に位置する部屋の上方空間とが連通していることを特徴とする採風機能付
き建物。
【請求項４】
　請求項３に記載の採風機能付き建物において、
　天井が、前記第１外壁側から内側に向けて斜め上方に傾斜する第１傾斜天井と、前記第
２外壁側から内側に向けて斜め上方に傾斜して第２傾斜天井とから構成されており、
　前記中間床の縁部には、腰壁が前記第１外壁および第２外壁と平行に設けられており、
　前記腰壁は前記第１傾斜天井と第２傾斜天井との交差部の直下に配置されていることを
特徴とする採風機能付き建物。
【請求項５】
　請求項４に記載の採風機能付き建物において、
　屋根には、天窓が前記第２傾斜天井まで貫通し、かつ、前記中間床上の部屋に開口する
ようにして設けられていることを特徴とする採風機能付き建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、採風機能付き建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の一方の軒先側から外気を小屋裏空間に流入させ、他方の軒先側から屋外に流出さ
せて小屋裏空間内の換気を行うようにした技術の一例として特許文献１に記載のものが知
られている。
　この技術では、軒先と外壁との間に軒天井パネルが配設され、該軒天井パネルに開口部
が形成され、該開口部に複数の空気流通孔が形成された換気装置を配設している。
　そして、建築物の一方の軒先側に配設された換気装置の複数の空気流通孔から小屋裏空
間内に外気が流入し、他方の軒先側に配設された換気装置の複数の空気流通孔から屋外に
流出することにより、小屋裏空間内が換気されるようになっている。
【０００３】
　また、小屋裏空間に換気ユニットを設け、この換気ユニットに外気を管によって流入さ
せるとともに、室内の空気を管によって流入させ、換気ユニットによって、外気を室内の
空気と熱交換したうえで、室内に外気を吹き出すともに、室内の空気を外部に排出するよ
うにしたセントラル換気装置も知られている（例えば特許文献２）。
【特許文献１】特開平７－１２７１８１号公報
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【特許文献２】特開平１１－９４２７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した建物の軒先側から外気を小屋裏空間に流入させて、小屋裏の換
気を行う技術では、軒先側から流入した外気によって部屋内の換気を行ったり、部屋内に
涼しい風を採り入れることはできない。
　また、上述したセントラル換気装置では、部屋の換気を行うことはできるが、高価な換
気ユニットが必要であるばかりか、その設置にも手間がかかる。また、換気ユニットがあ
るがために、外の涼しい空気を直接部屋に採り込むことができない。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、外気を簡単に部屋に採り込むことがきると
ともに、部屋の換気を行える採風機能付き建物を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、例えば図１～図３に示すように
、屋根２の軒先部２ａを支持する第１外壁３の外側に位置する軒天部３０に風を採り入れ
る採風部３１が設けられ、
　前記第１外壁３の内側の部屋５の天井２４に吹出部３２が前記採風部３１と隣接して設
けられ、
　前記採風部３１と吹出部３２とは小屋裏に設けられた通風路３３によって連通しており
、
　前記第１外壁３と対向して設けられた第２外壁４に、前記吹出部３２から吹き出した風
を外部に放出する放出部３４が設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、放出部３４としては、第２外壁４に設けられた窓、出入口、換気口等が挙げら
れる。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、軒天部３０に採風部３１が設けられているので、この
採風部３１から外部の涼しい風（外気）を採り込むことができ、この採り込まれた風は、
小屋裏全体に行き渡ることなく、通風路３３を通って直ぐに吹出部３２から部屋５内に吹
き出される。吹出部３２は採風部３１に第１外壁３を境に隣接して設けられているので、
吹出部３２から吹き出された風は、その速度があまり減速されず、部屋５に行き渡り、第
２外壁４に形成された放出部３４から放出される。
　したがって、外気を簡単に部屋５に採り込むことがきるとともに、部屋５の換気を容易
に行える。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の採風機能付き建物において、
　前記第１外壁３の内側の部屋５の天井は、前記第２外壁４と斜め方向に対向する傾斜天
井２４になっており、この傾斜天井２４に前記吹出部３２が設けられていることを特徴と
する。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、部屋５の天井が傾斜天井２４となっており、この傾斜
天井２４に吹出口３２が設けられているので、この吹出口３２から吹き出した風は、部屋
５に向けて斜め下方に流れたうえで、第２外壁４側に向けて流れていき、放出３４部から
放出される。したがって、部屋５の換気を効果的に行える。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の採風機能付き建物において、
　前記第２外壁側４に中間床１５が該第２外壁４に当接して設けられており、この中間床
１５の下方は天井高が０．９～１．４ｍの収納空間１６となっており、前記中間床１５上
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の部屋２０の上方空間と、前記第１外壁３側に位置する部屋５の上方空間とが連通してい
ることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、吹出部３２から吹き出された風は、部屋５を流れた上
で、中間床１５の下方の収納空間１６と、上方の部屋２０とに分かれて流れる。したがっ
て、中間床１５下方の収納空間１６の換気と中間床１５上方の部屋２０の換気の双方を同
時に行える。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の採風機能付き建物において、
　天井が、前記第１外壁３側から内側に向けて斜め上方に傾斜する第１傾斜天井２４と、
前記第２外壁４側から内側に向けて斜め上方に傾斜して第２傾斜天井２５とから構成され
ており、
　前記中間床１５の縁部には、腰壁２６が前記第１外壁３および第２外壁４と平行に設け
られており、
　前記腰壁２６は前記第１傾斜天井２４と第２傾斜天井２５との交差部の直下に配置され
ていることを特徴とする。
【００１４】
　請求項４に記載の発明によれば、中間床１５の縁部に腰壁２６が第１外壁３および第２
外壁４と平行に設けられているが、この腰壁２６は第１傾斜天井２４と第２傾斜天井２５
との交差部の直下に配置されているので、腰壁２６が第１傾斜天井２４または第２傾斜天
井２５の下方に位置する場合に比して、腰壁２６の上方は高さが高い空間となる。したが
って、中間床１５の上方の部屋２０に吹出部３２から吹き出された風をスムーズに流すこ
とができる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の採風機能付き建物において、
　屋根２には、天窓３７が前記第２傾斜天井２５まで貫通し、かつ、前記中間床１５上の
部屋２０に開口するようにして設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　請求項５に記載の発明によれば、屋根２に天窓３７が第２傾斜天井２５まで貫通し、か
つ、中間床１５上の部屋２０に開口するようにして設けられているので、この天窓３７か
らも吹出部３２から吹き出された風を排出することができ、効率的に換気を行える。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、屋根の軒先部を支持する第１外壁の外側に位置する軒天部に風を採り
入れる採風部が設けられ、第１外壁の内側の部屋の天井に吹出部が前記採風部と隣接して
設けられ、採風部と吹出部とは小屋裏に設けられた通風路によって連通しており、第１外
壁と対向して設けられた第２外壁に、前記吹出部から吹き出した風を外部に放出する放出
部が設けられているので、採風部から外部の涼しい風（外気）を採り込むことができ、こ
の採り込まれた風は、小屋裏全体に行き渡ることなく、通風路を通って直ぐに吹出部から
部屋内に吹き出される。吹出部から吹き出された風は、その速度があまり減速されず、部
屋に行き渡り、第２外壁に形成された放出部から放出される。
　したがって、外気を簡単に部屋に採り込むことがきるとともに、部屋の換気を容易に行
える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１は本発明に係る採風機能付き建物の一例を示す縦断面図、図２は後述する中間床の
下方を含む平断面図、図３は中間床の上方を含む平断面図である。
　本実施の形態の採風機能付き建物１は平屋建物であり、切妻屋根２を有している。切妻
屋根２の一方の軒先部２ａは第１外壁３によって支持されており、他方の軒先部２ｂは第
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１外壁３に対向して平行に設けられた第２外壁４によって支持されている。また、切妻屋
根２の棟と軒先部２ａとの間の距離は、切妻屋根２の棟と軒先部２ｂとの間の距離より長
くなっている。
【００１９】
　第１外壁３の内側には、部屋５が設けられている。この部屋５は居間として使用される
ものである。また、第１外壁３にはテラス窓３ａが設けられており、このテラス窓３ａの
外側にはデッキが設けられている。
　部屋５の東側には図２および図３に示すように、台所６が設けられ、この台所６の北側
に玄関７が設けられている。
　また、部屋５の西側には寝室８が設けられ、この寝室８の南側にはマルチスペース９が
設けられている。マルチスペース９は、簡単な作業等を行う部屋であり、寝室８と簡単な
引戸１０によって仕切られている。また、寝室８の北側にはトイレ１１、洗面室１２、浴
室１３が設けられている。
【００２０】
　また、部屋５の南側には、図１に示すように、中間床１５が設けられている。この中間
床は第２外壁４に当接して設けられている。中間床１５は、その幅（東西方向の幅）が、
部屋５の幅とほぼ等しくなっており、第２外壁４とこの第２外壁４の直角に設けられた平
行な２つの内壁と、この２つの内壁間に設けられた内壁とによって支持されている。
　中間床１５の下方は、天井高が０．９～１．４ｍ程度の収納空間１６となっている。収
納空間１６を形成する内壁には、収納空間１６への出入口１６ａが形成されており、この
出入口１６ａは、図示しない開閉部材によって開閉されるようになっている。開閉部材は
引戸でもよいが、例えば、左右に移動可能で、収納空間１６側に配置された収納家具によ
って構成することもできる。なお、この収納家具は、部屋５側または収納空間１６側に向
く収納部を有している。
　また、収納空間１６の、第２外壁４と面する部分は土間１７となっており、この土間１
７には、玄関７の玄関土間７ａに面して設けられた出入口１６ｂから出入りできるように
なっている。なお、土間１７の床面と玄関土間７ａの床面とは面一になっている。
　さらに、前記第２外壁４には、横長の窓１８，１８が設けられている。この窓１８，１
８は上縁部を軸として外側に開く突き出し窓である。また、窓１８，１８の左右の幅は、
前記出入口１６ａの左右の幅とほぼ等しくなっている。
【００２１】
　前記中間床１５上の部屋２０は書斎や簡単な作業が行えるマルチスペースとなっており
、この部屋２０の上方空間と第１外壁側３に位置する部屋５の上方空間とが連通している
。
　中間床１５の西側には、図３に示すように、踊り場２１が設けられており、この踊り場
２１の床と部屋５の床との間に階段２２が設けられている。そして、踊り場２１に面して
中間床１５上の部屋２０に出入りするための開口部２３が設けられている。なお、踊り場
２１の床面と中間床１５の床面とは面一になっている。
【００２２】
　図１に示すように、前記部屋５の上方の天井は、第１外壁３側から内側に斜め上方に傾
斜する第１傾斜天井２４となっており、中間床１５上の部屋２０の上方の天井は、第２外
壁４側から内側に斜め上方に傾斜する第２傾斜天井２５となっている。第１傾斜天井２４
と第２傾斜天井２５との交差部は、切妻屋根２の棟より第２外壁４側に寄っている。また
、第１傾斜天井２４と第２傾斜天井２５とによって切妻屋根２の天井が構成されている。
　また、前記中間床１５の、前記部屋５側に面する縁部には、腰壁２６が第１外壁３およ
び第２外壁４と平行に設けられており、この腰壁２６は、前記第１傾斜天井２４と第２傾
斜天井２５との交差部の直下に配置されている。また、腰壁２６の一方の端部には、図３
に示すように、袖壁２７が接続されており、この袖壁２７の外側に前記階段２２が設けら
れている。なお、腰壁２６と袖壁２７の高さは等しくなっている。
【００２３】
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　図１に示すように、前記切妻屋根２の軒先部２ａを支持する第１外壁３の外側に位置す
る軒天部３０には、採風部３１が設けられている。
　この採風部３１は平板状で水平に設けられた軒天材に、多数の貫通孔またはスリットを
形成したものであり、該軒天材の裏面には、図示しない防虫網が張り付けられている。な
お、採風部２６としては、帯板状の軒天材を所定の隙間をあけて、すのこ状に軒天部に設
けた構成としてもよい。
【００２４】
　また、第１外壁３の内側の部屋５の天井（第１傾斜天井）２４には、吹出部３２が採風
部３１と第１外壁３を境として隣接して設けられている。吹出部３２は第１傾斜天井２４
の天井板の一部に、多数の貫通孔またはスリットを形成したものである。
　前記採風部３１と吹出部３２とは小屋裏に設けられた通風路３３によって連通されてい
る。通風路３３は採風部３１と同幅に形成されており、小屋裏に対して仕切られている。
すなわち、通風路３３は、小屋裏に軸や板材を用いて形成されたダクト状のものであり、
採風部３１および吹出部３２側に向く面が開口となっている。なお、通風路３３は金属板
等によって形成してもよい。
【００２５】
　また、前記第２外壁４には、吹出部３２から吹き出した風を外部に放出する放出部３４
が設けられている。この放出部３４は、前記収納空間１６において第２外壁４に設けられ
た窓１８および中間床１５上の部屋２０において第２外壁４に設けられた窓３５，３６に
よって構成されている。
　また、切妻屋根２には、天窓３７が第２傾斜天井２５まで貫通し、かつ、中間床１５上
の部屋２０に開口するようにして設けられている。天窓３７は開閉可能となっている。
【００２６】
　本実施の形態によれば、軒天部２ａに採風部３１が設けられているので、例えば、夏季
の夜などに、採風部３１から外部の涼しい風（外気）を採り込むことができ、この採り込
まれた風は、小屋裏全体に行き渡ることなく、通風路３３を通って直ぐに吹出部３２から
部屋５内に吹き出される。吹出部３２は採風部３１に第１外壁３を境に隣接して設けられ
ているので、吹出部３２から吹き出された風は、その速度があまり減速されず、部屋５に
行き渡り、第２外壁４に形成された放出部３４から放出される。
　したがって、外気を簡単に部屋５に採り込むことがきるとともに、部屋５、２０、収納
空間１６の換気を容易に行える。
【００２７】
　また、第１外壁３の内側の部屋５の天井は、第２外壁４と斜め方向に対向する傾斜天井
２４になっており、この傾斜天井２４に吹出部３２が設けられているので、この吹出口３
２から吹き出した風は、部屋５に向けて斜め下方に流れたうえで、第２外壁４側に向けて
流れていき、放出部３４から放出される。したがって、部屋５の換気を効果的に行える。
　さらに、吹出部３２から吹き出された風は、部屋５を流れた上で、中間床１５の下方の
収納空間１６と、上方の部屋２０とに分かれて流れる。したがって、中間床１５の下方の
収納空間１６の換気と中間床１５の上方の部屋２０の換気の双方を同時に行える。
【００２８】
　また、中間床１５の縁部に腰壁２６が第１外壁３および第２外壁４と平行に設けられて
いるが、この腰壁２６は第１傾斜天井２４と第２傾斜天井２５との交差部の直下に配置さ
れているので、腰壁２６が第１傾斜天井２４または第２傾斜天井２５の下方に位置する場
合に比して、腰壁２６の上方は高さが高い空間となる。したがって、中間床１５の上方の
部屋２０に吹出部３２から吹き出された風をスムーズに流すことができる。
　また、切妻屋根２に天窓３７が第２傾斜天井２５まで貫通し、かつ、中間床１５上の部
屋２０に開口するようにして設けられているので、この天窓３７からも吹出部３２から吹
き出された風を排出することができ、効率的に換気を行える。
【００２９】
　なお、本実施の形態では、本発明を平屋住宅に適用した場合を例にとって説明したが、
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本発明は、２階建ての建物にも適用することができる。この場合、採風部は屋根や１階の
外壁に設けられた下屋の軒先部に形成し、吹出部は２階の部屋の天井や１階の部屋の天井
に設け、通風路は小屋裏や１階の天井裏に設ければよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係る採風機能付き建物の一例を示すもので、その縦断面図である。
【図２】同、中間床の下方を含む平断面図である。
【図３】同、中間床の上方を含む平断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　採風機能付き建物
　２　切妻屋根（屋根）
　２ａ　軒先部
　３　第１外壁
　４　第２外壁
　５　部屋
　１５　中間床
　１６　収納空間
　２０　部屋
　２４　第１傾斜天井（天井）
　２５　第２傾斜天井（天井）
　２６　腰壁
　３０　軒天部
　３１　採風部
　３２　吹出部
　３３　通風路
　３４　放出部
　３７　天窓
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